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地域アクションいきいき補助金について 

１ 目的  

地域コミュニティ組織の担い手の発掘・育成とともに、地域資源を生かした活動や課題

解決に向けた地域の主体的な活動の掘り起こしを目指す。  

 

２ 申請できる団体 

小田原市民２人以上で構成され、市内における地域の課題解決に取り組む事業を実施す

る団体（既存の団体も対象） 

  ※主たる活動の範囲が概ね地区自治会連合会の区域か小学校区で行われる場合に限る 

 

３ 対象事業と補助金額 

  ○次の各号のすべてに該当する事業を対象とする 

  （１）小田原市の地域の課題解決に資する事業であること 

（２）補助金の交付を受けようとする年度内に開始する事業であること 

（３）地域内の多様な人材が自発的に参加できる事業であること 

○補助金額 

 補助対象経費と認められる額に 10分の９を乗じて得た額とし、限度額は４万円とする。 

○対象経費 

項目 補助対象経費 補助対象と認められない経費 

消耗品費 ・事務用品、材料又は教材とし

て使う物品の購入経費 

・物品購入時に係る振込手数料

及び送料 

・備品（税込 30,000円以上のものの

購入経費 

印刷製本費 ・印刷物（チラシ、ポスター、

マップ等）作成代 

・印刷物に係る振込手数料及び

送料 

・資料コピー代 

 

通信費 ・郵便切手及びハガキ代 ・通話料及びインターネット通信料 

交通費 ・補助事業の実施に伴う、構成

員の公共交通機関利用運賃

（ただし、補助金額の 1/5以

内を上限とする） 

・自家用車のガソリン代 

報償費 ・講師・指導者等への謝礼金 

（交通費を含む） 

・団体構成員への謝礼金 

保険料 ・イベント等の開催に伴う行事

保険、ボランティア保険等の

保険料 

 

使用料及び賃貸料 ・会議室、機材、機材運搬に使

用する車両等の使用料及び

レンタル料 

 

その他 ・その他市長が特に必要と認め

た経費 
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４ 申請について 

  ・申請の前に地域政策課への事前相談が必要 

  ・申請書類をもとに内容を審査し、補助金の交付・不交付を決定します。交付決定後、申 

請団体宛てに交付決定通知書をお送りします。 

 

５ 補助金の請求 

  ・交付決定通知書を受理後、補助金の請求書の提出が必要。請求書を確認後、30日以内に 

補助金を交付。 

 

６ 実績報告 

   事業の終了後、２か月以内または交付決定日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日 

  までに、実績報告書を提出。併せて、事業の実施状況がわかる写真や資料、領収書を提出。 

 

７ 制度の流れ 

  別紙のとおり（参考資料①） 

 

８ 交付実績（R7.10.21時点） 

   

年 度 申請件数 交付件数 

R7 6件 6件 

         ※相談件数 16件 

 

９ 交付事業の概要 

 （１）事業名：ハッピー夏祭り 

団体名：いいずみキッズ 

    事業内容：いいずみキッズとして飯泉１区自治会主催の夏祭りにブースを出展。いい

ずみキッズが中学生ボランティアの協力を得て、子ども向けにオリジナル

メンコを製作し、子どもたちと地域住民との交流事業を実施する。 
 
 （２）事業名：山王青年会地域交流イベント 

団体名：山王青年会 

    事業内容：地域の活性化を図るべく、子どもを主体にしたイベント活動の実施。今年

度は３回、BBQ（マスのつかみ取り）、秋祭り、餅つき大会。動員数は１イ

ベントごとに、200人から 300人を見込む。 
 
 （３）事業名：未来へつなぐ早川みかん農園プロジェクト 

団体名：おだわらノオト 

    事業内容：早川地区のまちづくり委員会や自治会と連携し、早川地区のみかん農園で

みかん苗木の植樹体験イベントを開催する。 
 
 （４）事業名：親子で「プラネタリウム」 

団体名：国府津 11区・15区自治会 

    事業内容：体育館内に設営したドームにプラネタリウムを投影、体験（解説付き）、他

のスペースでは、ボッチャ体験と魚（お菓子）釣りゲーム（幼児向け）な

どを実施する。 
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 （５）事業名：曽我っ子ニジマス釣り体験 

団体名：曽我地区まちづくり委員会 

    事業内容：地域の活性化を図り、地域活動の担い手の芽を育むことを目的に 11/29（土）

に実施される曽我っ子フェスティバルにおいて、ＰＴＡと協力しながら曽

我地区まちづくり委員会としてニジマス釣りのブースを出店・運営する。 
  
 （６）事業名：みんなで集う前羽カフェ 

団体名：前羽カフェの会 

    事業内容：前羽地区には高齢者が多いが、地形上東西に長くなっているため、一堂に

会してサロンや居場所などで集う機会がない。そこで、高齢者の集う場と

して、補助事業を展開し、住みやすく活気があるまちづくりを目指す。 

 

10 その他 

  参考資料①…地域アクションいきいき補助金の流れ 

参考資料②…地域アクションいきいき補助金チラシ 

参考資料③…地域アクションいきいき補助金交付要綱 

 



地域アクションいきいき補助金の流れ

申請者の流れ 地域政策課の流れ

□事前相談
地域政策課に事前相談

□申請
様式第１号「小田原市地域アクショ

ンいきいき補助金交付申請書」等を
提出

□補助金の請求
様式第６号「小田原市地域アクショ

ンいきいき補助金交付請求書」を提
出

□事業実施
事業計画に則り事業を実施

□事業報告
様式第12号「小田原市地域アクショ

ンいきいき補助金事業実績報告書」
を提出

□事前相談
申請を考えている団体と事前相談

□審査・交付決定
交付要綱に則り審査

団体に交付決定通知を送付

□補助金交付
請求書受領後、補助金を交付

★地域コミュニティ組織に情報提供
★地域コミュニティ組織と連携を図る

※事業が中止・変更になった場合
様式第９号「小田原市地域アクショ
ンいきいき補助金交付事業変更・中
止承認申請書」を提出
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地域アクション

い き い きい き い き

はじめてみよう

小田原市市民部地域政策課
地域コミュニティ係

０４６５-３３-１３89０４６５-３３-１３89
commu@city.odawara.kanagawa.jp

補助額 対象

４万円まで

（補助率10分の９）

補 助 金
小田原市民２人以上の団体

これから地域活動を

始めたいという

団体をサポート！

ふれあい食堂 清掃活動
補助対象事業の例

世代間交流農業体験
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対対 象象

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

申請事前相談 補助金の請求 事業実施・報告
地域政策課への事前相談

「小田原市地域アクション
いきいき補助金申請書」を
提出

「小田原市地域アクション
いきいき補助金交付請求
書」を提出

実施後、様式第12号
「小田原市地域アクショ
ンいきいき補助金事業実
績報告書」を提出

様式第１号 様式第６号

これから地域活動を始めてみたいという団体のスタートアップを支援し、地
域の力で課題を解決する組織を実現するための制度です。

みなさまの活動の一歩を支えます！

補助団体の活動場所の属する地域コミュニティ組織との連携を図るため、

提出書類等について情報提供をさせていただきます。

地域政策課への事前相談が必要です。お気軽にご相談ください。地域政策課への事前相談が必要です。お気軽にご相談ください。

小田原市市民部地域政策課
地域コミュニティ係

０４６５-３３-１３89０４６５-３３-１３89
commu@city.odawara.kanagawa.jp

申請について

補助対象団体
①小田原市の地域の課題解決に資する事業
②補助金の交付を受けようとする年度内に
　開始する事業であること
③地域内の多様な人材が自発的に参加でき
　る事業であること

小田原市民２人以上で構成され、市内におけ
る地域の課題解決に取り組む事業を実施でき
る団体（既存の団体も対象になります）
※活動の範囲が概ね地区自治会連合会の区域
　か小学校区で行われている場合に限ります

補助対象事業

詳細は市HPをご確認ください。
こちらから要綱もご覧いただけます。

交

付

決

定

※申請は先着順です。予算上限に達し次第、受付を終了します。



〇小田原市地域アクションいきいき補助金交付要綱 

令和７年４月１日 

 

 小田原市地域アクションいきいき補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小田原市地域アクションいきいき補助金（以下「補助金」とい  

う。）の交付について、小田原市補助金の交付等に関する規則（昭和５６年小田原市

規則第２号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（補助金交付の目的） 

第２条 小田原市地域コミュニティ組織基本指針の趣旨に鑑み、地域の力で課題を解決

する組織を実現するため、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 補助金 小田原市が小田原市以外の者に対して交付する金銭で相当の反対給付を

受けないものをいう。 

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業（活動を含む。以下同じ。）をいう。 

(3) 補助団体 補助事業を行う団体をいう。 

（補助事業の範囲） 

第４条 補助事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 小田原市の地域の課題解決に資する事業であること。 

(2) 補助金の交付を受けようとする年度内に開始する事業であること。 

(3) 地域内の多様な人材が自発的に参加できる事業であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とする。 

(1) 営利目的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受ける事業 

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業 

(3) 団体構成員の交流又は親睦のみを目的とした活動 

(4) 同一の企画内容でこの補助金の交付を受けたことのある事業又は同一の企画内容

で国、地方公共団体等から補助金等を受けている事業若しくは受ける見込みのある
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事業 

(5) 事業実施を伴わない調査又は研究のみを行うもの 

(6) 施設、備品等の購入を目的としたもの 

(7) 公序良俗に反するもの 

（補助団体の範囲） 

第５条 補助団体は、小田原市内における地域の課題解決に取り組む事業を実施できる

団体とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) ２人以上の小田原市民を構成員に含む団体であること。 

(2) 主たる活動が単一又は隣接した地区自治会連合会の区域又は小学校区の範囲内で

あること。 

(3) 予算及び決算を適正に管理していること。 

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教育育成することを目的とする

事業を行う団体でないこと。 

(5) 政治活動を目的とする事業を行う団体でないこと。 

(6) 公序良俗に反しない団体であること。 

(7) 同一年度内において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

２ 補助団体が、複数の団体で構成されている場合は、それぞれの団体が前項の要件を

満たしていなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする団体又は当該団体の構

成員が次の各号にいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。 

(1) 小田原市暴力団排除条例（平成２３年小田原市条例第２９号。以下この項におい

て「市条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等 

(2) 市条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

(3) 市条例第２条第４号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者

（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

ものをいう。） 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の実施に



 

必要となる運営又は活動に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、補

助団体の日常の運営経費、飲食娯楽費、交際費、他団体への会費又は寄付等、直接事

業にかかわる経費でないものは、補助の対象としない。 

２ 補助金は、交付の決定を受けた年度の３月３１日までに使用するものとし、当該年

度の次年度に繰り越すことはできない。 

（補助金額） 

第７条 補助金の額は補助対象経費として認められる額に１０分の９を乗じて得た額と

し、その限度額は４万円とする。 

（申請書の提出） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、小田原市地域アクションいきいき

補助金申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を提出する前に地域政策課に

相談するものとし、その後、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長が別に指

定する期日までに市長に提出するものとする。 

 (1) 補助事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 構成員名簿 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第９条 規則第６条第１項第４号の市長が必要と認める条件は、次の各号のとおりとす

る。 

(1) 補助団体の活動場所の属する地域コミュニティ組織と連携を図るため、補助金の

交付の決定の際に、市長が当該地域コミュニティ組織に対し、前条の規定により提

出された書類等について、情報提供することに同意すること。 

(2) 補助団体の活動場所の属する地域コミュニティ組織と連携を図るよう努めること。 

(3) 市長が調査又は資料の提出を求めたときは、誠意を持って対応すること。 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当 

と認める場合は小田原市地域アクションいきいき補助金交付決定通知書（様式第４ 

号。次条において「交付決定通知書」という。）により補助金を交付する旨の決定を、

補助金の交付が不適当と認める場合は小田原市地域アクションいきいき補助金不交付



 

決定通知書（様式第５号）により補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。 

（請求） 

第１１条 交付決定通知書を交付された団体（以下「交付団体」という。）で補助金の

交付を受けようとするものは、通知された補助金額の範囲内で小田原市地域アクショ

ンいきいき補助金交付請求書（様式第６号。次条において「請求書」という。）を提

出するものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、請求書が提出された日から起算して３０日以内に、請求書を提出し

た団体に対して補助金を交付するものとする。 

（交付の決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱又は補助金の交付の決定の内容若しくは条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合には、当該交付団体に対し

て小田原市地域アクションいきいき補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により

通知するものとする。この場合において、市長は、小田原市地域アクションいきいき

補助金返還通知書（様式第８号。以下「返還通知書」という。）により、当該補助金

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（事業の変更等） 

第１４条 交付団体は、事業目的、主たる事業内容等を変更しようとする場合又は事業

を中止しようとする場合は、速やかに市長に協議し、小田原市地域アクションいきい

き補助金交付事業変更・中止承認申請書（様式第９号）に次の各号に掲げる書類のう

ち、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 構成員名簿 

(4) その他必要な資料 

２ 市長は、前項に規定する書類の提出を受け、これを承認したときはその結果を小田

原市地域アクションいきいき補助金交付事業変更・中止承認通知書（様式第１０号）



 

により、不承認としたときは小田原市地域アクションいきいき補助金交付事業変更・

中止不承認通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により事業目的、主たる事業内容等の変更又は事業の中止を承

認した場合は、当該承認に伴い補助金額を減額することができることとし、当該交付

団体に対して返還通知書により、当該減額した額の返還を命ずることができる。 

４ 交付団体は、補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しな

い場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受

けなければならない。 

（報告） 

第１５条 交付団体は、補助事業終了後、小田原市地域アクションいきいき補助金事業

実績報告書（様式第１２号）に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日

から２月以内の日又は交付決定日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに

市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（様式第１３号） 

(2) 事業の実施状況が分かる写真、資料等 

(3) 領収書の写し 

２ 市長は、前項に規定する書類を審査し、補助金の執行額が補助金の交付額を超えな

いと認める場合には、交付団体に対して、返還通知書により、その残額部分の補助金

の返還を命ずるものとする。 

（関係書類の保存期間等） 

第１６条 交付団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の年度の

翌年度から５年間保存しなければならない。 

（届出事項） 

第１７条 交付団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもって

その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 代表者を変更したとき。 

(2) 交付団体の所在地又は名称を変更したとき。 

(3) その他、事業目的又は主たる事業内容の変更を伴わない軽微な変更をしたとき。 



 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第６条関係） 

項目 補助対象経費 補助対象と認められない経費 

消耗品費 １ 事務用品、材料又は教材とし

て使う物品の購入経費 

２ 物品購入時に係る振込手数料

及び送料 

備品（税込３万円以上のもの）の

購入経費 

印刷製本費 １ 印刷物（チラシ、ポスター、

マップ等）作成代 

２ 印刷物に係る振込手数料及び

送料 

３ 資料コピー代 

 

通信費 郵便切手及びハガキ代 通話料及びインターネット通信料 

交通費 補助事業の実施に伴う、構成員の

公共交通機関利用運賃（ただし、 

補助金額の１／５を上限とす 

る。） 

自家用車のガソリン代 

報償費 講師、指導者等への謝礼金（交通

費を含む。） 

団体構成員への謝礼金 

保険料 イベント等の開催に伴う行事保険、 

ボランティア保険等の保険料 

 

使用料及び

賃借料 

会議室、機材、機材運搬に使用す

る車両等の使用料及びレンタル料 

 

その他 その他市長が特に必要と認めた経

費 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第８条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

小田原市長 様 

 

団 体 の 名 称 

団体の所在地 

代 表 者 名 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。なお、補助金の交付を受けるに当たっては、小田原市補助金の交付等に

関する規則及び小田原市地域アクションいきいき補助金交付要綱（以下「要綱」とい

う。）を遵守します。 

１ 補助事業（活動）名、内容（分野）及び活動範囲 

補助事業（活動）名  

内  容 

（分野） 

補助事業（活動）内容について、当てはまるものに〇をつ

けてください。 

(1) 広報分野       (6) 地域振興分野 

(2) 福祉健康分野     (7) 交通安全分野 

(3) 防災分野       (8) 防犯分野 

(4) 子育て青少年育成分野 (9) 環境分野 

(5) 文化教育分野         (10)  その他（      ） 

活動範囲      地区（地区自治会連合会・自治会・小学校区） 

２ 交付申請額 

申請額               円（上限４万円） 

３ 補助事業の遂行に関する計画の実施予定期間 



 

着手予定日  完了予定日  

４ 添付書類 

□補助事業計画書（様式第２号） 

□収支予算書（様式第３号） 

□構成員名簿 

□その他（            ） 

※次のことに誓約及び同意する場合は、□にチェックしてください。 

□申請団体の代表者及び役員は、要綱第５条第３項各号のいずれにも該当しないこ

とを誓約します。また、このことを確認するため、提出した書類に記載した情報

を小田原市長が神奈川県警察本部に照会することに同意します。 

□この申請書及び添付書類は、要綱第９条の規定により、補助金交付決定の際に地

域コミュニティ組織に対し、情報提供することに同意します。 

※審査欄（所管課記入欄） 

審査項目 審査基準 
審査欄 

(○・×) 

①記載項目 

・添付書類 

１ 交付申請書・収支予算書に未記入はないか。  

２ 添付書類は指定したものが提出されているか。  

②事業（活

動）の内容

（分野）・

目的・活動

範囲 

１ 補助事業（活動）の内容（分野）及び目的は、市の補助

金交付要件に合っているか。 

 

２ 営利を目的としていないか。  

３ 活動範囲は、主たる活動が単一又は隣接した地区自治会

連合会の区域又は小学校区の範囲内であるか。 

 

③申請額の

算出方法 

１ 収支予算書には単価・内訳が具体的に記載されているか。  

２ 申請額は、事業遂行のうえで適当な額か。  

３ 申請額の算出方法は、要綱の定めに従っているか。  

４ 申請額について、申請年度内に使用が可能か。  

④事業計画 
１ 補助事業（活動）計画書は適切に記載されているか。  

２ 申請年度内に実施する（完了する）事業であるか。  

 １ ２人以上の小田原市民がいるか。  



 

⑤構成員 ２ 要綱第５条第３項各号のいずれにも該当しないことの誓

約及び神奈川県警察本部への照会に同意しているか。 

 

⑥その他 

１ 活動場所の属する地域コミュニティ組織と連携し、地域 

課題の解決が推進されると認められるか。 

 

２ 活動場所の属する地域コミュニティ組織への情報提供に

同意しているか。 

 

【審査欄に×を記載した場合の内容】 

 

 

 

【審査欄に×を記載した項目の改善内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第８条関係） 

 

補助事業計画書 

 

１ 補助事業（活動）※  

の内容（詳細） 

※  実施する頻度、場 

 所、参加費、定員、 

概要、効果等 

 

２ 補助事業（活動）

の目的 

 

 

 

 

３ 補助事業（活動）のスケジュール 

月 内 容 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

 



 

様式第３号（第８条関係） 

 

収支予算書 

 

（収入）           

項目 予算額 内訳（内容及び単価等の金額を記載） 

補助金交付申請額 円  

その他 円  

合  計 円  

（支出） 

項目 予算額 内訳（内容及び単価等の金額を記載） 

補
助
対
象
経
費 

①消耗品費 円  

②印刷製本費 円  

③通信費 円  

④交通費 円  

⑤報償費 円  

⑥保険料 円  

⑦使用料及び賃借料 円  

⑧その他 円  

補
助
対
象
外
経
費 

 円  

 円  

 円  

 円  

合  計 円  

※  金額の根拠となる資料（見積書、カタログ等）がある場合は、添付してください。 

※  収入及び支出の合計が一致していることを確認してください。 

 

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付決定通知書 

 

                               番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付けで申請のあった次の補助事業（活動）について、小田

原市地域アクションいきいき補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第１０条の規

定により、交付することを決定したので通知します。   

補助事業（活動）名  

内  容 

   （分野） 

(1) 広報分野       (6) 地域振興分野 

(2) 福祉健康分野     (7) 交通安全分野 

(3) 防災分野       (8) 防犯分野 

(4) 子育て青少年育成分野 (9) 環境分野 

(5) 文化教育分野         (10)  その他（         ） 

活動範囲         地区（自治会連合会・自治会・小学校区） 

補助金交付決定額            円 

 

(1) この補助金は、補助事業（活動）の実施のために使用

し、他の事業等には流用しないこと。 

(2) 事業終了後、速やかに実績報告書及び収支決算書を提出

すること。 

(3) 余剰金が生じたときは、速やかに返還すること。 

(4) 虚偽の申請若しくは報告又は不正な手続きにより交付を

受けた補助金に対して、市長からその全部又は一部の返還 



 

交付条件 
を命ぜられた場合は、速やかに返還に応じること。 

(5) この補助金の使途等について、市長が調査又は資料の提

出を求めたときは、誠意を持って対応すること。 

(6) 申請内容を変更する又は補助事業（活動）を中止する場

合は、市長の承認を受けること。 

(7) 補助事業（活動）が年度内に完了しない場合において

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

(8) その他、小田原市補助金の交付等に関する規則及び要綱

の定めに従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第１０条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金不交付決定通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付けで申請のあった次の補助事業（活動）については、補

助金を交付しないことを決定したので通知します。  

補助事業（活動）名  

内  容 

   （分野） 

(1) 広報分野       (6) 地域振興分野 

(2) 福祉健康分野     (7) 交通安全分野 

(3) 防災分野       (8) 防犯分野 

(4) 子育て青少年育成分野 (9) 環境分野 

(5) 文化教育分野         (10)  その他（        ） 

活動範囲         地区（自治会連合会・自治会・小学校区） 

不交付の理由 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第１１条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

小田原市長 様 

 

団 体 の 名 称 

団体の所在地 

代 表 者 名 

 

年  月  日付け   第  号により交付決定通知のありました地域

アクションいきいき補助金について、次のとおり請求します。 

１ 補助事業（活動）名 

  

２ 請求額             円 

３ 振込先（※原則として、代表者名義の口座又は補助団体名義の口座に限りま 

す。） 

振 込 先 

金融機関名 

     銀行・信用金庫 

     農協・信用組合 

（本・支）店 

支所 

預 金 種 目 □ 普通 □ 当座 口 座 番 号        

口 座 名 義 

カ タ カ ナ 
 

（代表者名と口座名義が異なる場合は、記名・押印してください。） 

   私は、次の者に地域アクションいきいき補助金の受領に関する一切の権限を委任し

ます。 

 住所 

氏名                        ㊞



 

様式第７号（第１３条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付決定取消通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付け   第  号により交付決定通知をした小田原市地

域アクションいきいき補助金について、次の理由により交付決定を（一部）取り消し

たので、通知します。  

 （取消しの理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第８号（第１３条、第１４条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金返還通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付け   第  号により交付決定通知をした小田原市地

域アクションいきいき補助金の返還について、小田原市地域アクションいきいき補助

金交付要綱第    条の規定により通知します。  

  なお、同封の納付書により、期日までに補助金返還額を納付してください。 

補助事業（活動）名  

内  容 

   （分野） 

(1) 広報分野       (6) 地域振興分野 

(2) 福祉健康分野     (7) 交通安全分野 

(3) 防災分野       (8) 防犯分野 

(4) 子育て青少年育成分野 (9) 環境分野 

(5) 文化教育分野         (10)  その他（        ） 

活動範囲         地区（自治会連合会・自治会・小学校区） 

補助金返還額            円 

返還理由  

納付期日      年  月  日 

 



 

様式第９号（第１４条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付事業変更・中止承認申請書 

 

年  月  日 

 

小田原市長 様 

 

団 体 の 名 称 

団体の所在地 

代 表 者 名 

 

年  月  日付け   第  号により交付決定通知のありました小田 

原市地域アクションいきいき補助金について、次のとおり補助事業（活動）を 

（ 変更 ・ 中止 ）したいので申請します。 

１ 補助事業（活動）名 

 

２ 変更の内容（変更の場合のみ） 

変更前 変更後 

  

 

３ 変更又は中止の理由・時期 

  変更又は中止の理由： 

  変更の時期： 

４ 添付書類（変更の場合のみ） 

□補助事業計画書（様式第２号） 

□収支予算書（様式第３号） 

□構成員名簿（構成員の変更がある場合のみ） 

□その他（           ） 



 

様式第１０号（第１４条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付事業変更・中止承認通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付けで（ 変更 ・ 中止 ）申請のあった次の補助事業（活 

動）について、小田原市地域アクションいきいき補助金交付要綱第１４条の規定によ

り、承認することを決定したので通知します。                              

１ 補助事業（活動）名 

  

２ 変更（中止）承認する内容 

  

 



 

様式第１１号（第１４条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金交付事業変更・中止不承認通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 様 

 

                   小田原市長             □印  

 

年  月  日付けで（ 変更 ・ 中止 ）申請のあった次の補助事業（活 

動）について、承認しないことを決定したので通知します。  

                              

１ 補助事業（活動）名  

 

２ 不承認の理由  

 

 



 

様式第１２号（第１５条関係） 

 

小田原市地域アクションいきいき補助金事業実績報告書 

 

年  月  日 

 

小田原市長 様 

 

団 体 の 名 称 

団体の所在地 

代 表 者 名 

 

年  月  日付け   第  号により交付決定通知のありました小田

原市地域アクションいきいき補助金に係る補助事業（活動）の実績を、次のとおり報

告します。 

１ 補助事業（活動）名、内容（分野）及び活動範囲 

補助事業（活動）名  

内  容 

   （分野） 

補助事業（活動）内容について、当てはまるものに〇をつ

けてください。 

(1) 広報分野       (6) 地域振興分野 

(2) 福祉健康分野     (7) 交通安全分野 

(3) 防災分野       (8) 防犯分野 

(4) 子育て青少年育成分野 (9) 環境分野 

(5) 文化教育分野         (10)  その他（      ） 

活動範囲        地区（自治会連合会・自治会・小学校区） 

２ 収支実績 

交付額 円 執行額 円 

差引額            円 

３ 補助事業（活動）実績 



 

補助事業（活動）

実績 

※ 実施した補助事業（活動）の日程、実施場所、参加人数、 

内容等を記入してください。 

※ 補助事業（活動）の写真も添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１３号（第１５条関係） 

 

収支決算書 

 

（収入）           

項目 決算額 内訳（内容及び単価等の金額を記載） 

補助金 円  

その他 円  

合  計 円  

（支出） 

項目 決算額 内訳（内容及び単価等の金額を記載） 

補
助
対
象
経
費 

①消耗品費 円  

②印刷製本費 円  

③通信費 円  

④交通費 円  

⑤報償費 円  

⑥保険料 円  

⑦使用料及び賃借料 円  

⑧その他 円  

補
助
対
象
外
経
費 

 円  

 円  

 円  

 円  

合  計 円  

※ 収入額及び支出額が分かる資料（通帳の写し、領収書等）を、必ず添付してくだ

さい。 

※ 収入及び支出の合計が一致していることを確認してください。 


